
         

 

 



          



管
見
談 

第
三 農 

人 

一
、
農

ハ
民
の
本
業
に
し
て
人
生

一
日
も
な
く
て
叶
は
ぬ
也
、
米
穀 

布
帛

ぬ
の
き
ぬ

を
作
る
を
始
と
し
て
、
凡
土
地
よ
り
生
す
る
貨く

わ

財さ
い

ハ
悉
く 

農
の
力
に
て
出
る
者
な
れ
は
、
国
家
第

一
の
御
宝
也
、
故
に
農
の 

盛
衰
は
国
家
の
盛
衰
に
罹か

ゝ

る
所
に
し
て
、
人
君
の
重
く 

給
ふ
処
也
、
農
民
の
上
に
奉

ほ
う
ず

る
事
三
ツ
あ
り
、
租そ 

調
ち
ゃ
う 

庸よ
う

な
り
、 

抑
国
家
の
租米

銀 

調役
銭 

庸人
夫

を

稽
か
ん
か
ふ

る
に
、
第

一
田
租
の
法

ハ
百
石
の 

内
四
拾
八
石
を
以
て
租
と
す
、
是
を
四
ツ
八
分
物
成
と
云
、
根
本
は 

三
拾
七
石
な
り
し
を
、
寛
永
十
六
年
迄
の
打
出
し
高
を
な
ら 

た
か
ら 

年
貢
米
銀 

諸
郡
役 

人
足 



し
て

一
ツ

一
分
附
益
て
四
十
八
石
に
成
し
と
云
り
、
且

一
惣
穀
成
ル 

へ
き
を
、
国
家

ハ
余
国
に
な
き
半
米
半
永
に
て
、
半
分

ハ
永 

銭
の
積
り
に
て
銀
に
て
召
る
ゝ
也
、
是
を
銀
方
と
云
、
是

ハ
御
当 

領
は
山
国
に
て
四
面
大
山
に
て
囲カ

コ

ミ
、
畔
瀧
を
切
ら
ぬ
前
は 

他
所
江

の
出
米
む
つ
か
し
き
処
故
、
直
江
大
夫
の
思
慮
に
て 

斯
定
ら
れ
し
と
云
り
、
俵
は
昔
五
斗
な
り
し
を
新
升
に
成
て 

四
斗
五
升
を
以

一
俵
と
す
、
銀
方

ハ
租
米
六
石
に
て
永
楽
銭 

一
貫
文
の
価
に
し
て
、

一
俵
代
町
銀
四
匁
八
分
五
厘

一
毛
ツ
ヽ
召
れ 

し
な
り
、
是

ハ
米
沢
ハ
全
体
米
穀
の
富
饒

ふ
じ
や
う

な
る
処
に
て
、
且 

他
所
払
を
厳
敷
禁
せ
ら
れ
し
故
、
米
価
甚
賎
く
往
古
は 

ゆ
た
か 



大
体

一
俵
代
三
百
四
五
拾
文
を
以
定
価
と
せ
し
処
故
、
斯
賎
し
く 

定
ら
れ
し
と
い
へ
り
、
右
の
如
く
に
て
五
十
年
程
の
間
は
替
り
も 

無
か
り
し
処
、
根
元
国
家

ハ
百
弐
拾
万
石
の
大
諸
矦
に
て
ま
し 

ま
し
し
に
、
俄
に
四
ヶ
一
三
拾
万
石
に
な
ら
せ
ら
れ
し
ゆ

へ
、
何
と
し 

て
も
御
分
限
に
は
過
せ
し
と
覚

へ
、
国
用
不
足
し
て
、
明 

暦
元
年
に
五
斗
百
懸
銀
と
て
本
穀
代
六
箇

一
附
益
の 

過
役
を
郷
村

へ
命
せ
ら
れ
、
此
分
米
方
に
て

一
千
九
百
七 

拾
弐
俵
余
と
銀
方
拾
八
貫
三
百
六
十
八
文
ツ
ヽ
召
れ
し
な
り
、 

ま
た
寛
永文

四
年
よ
り
御
買
米
と
て
弐
万
五
俵
を
四
匁 

三
分
ツ
ヽ
の
代
銀
を
賜
り
て
召
れ
し
な
り
、
是
は
根
元
郷 



村
よ
り
願
之
上
に
て
被
仰
付
ら
れ
し
事
に
て
、
其
頃
は
郷
村
の 

利
方
に
な
り
し
と
い
へ
と
も
、
漸
々
米
価
貴
く
な
り
、
近
年
四
貫 

文
迄
せ
し
時
も
、
や

つ
は
り
四
匁
三
分
ツ
ヽ
に
て
召
れ
し
ゆ

へ
、
今
に 

至
つ
て
は
農
民
の
大
難
に
て
、
同
く
是
も
過
役
同
様
也
、
続
而 

租
米
を
輸

は
こ
ん

て
御
蔵
江
納
る
に
、
往
古
代
官
役
人
計
量

ト
リ
ハ
カ
ラ

ふ 

と
き
は
、
諸
事
大
目
に
て
米
の
撰
方
等
も
大
抵
に
し
て
、
百
姓 

に
直
に
量
ら
せ
、
夫
も
片
槩

か
た
と
か
け

と
て
向
よ
り
手
前

へ
一
偏
か 

き
て
四
斗
五
升

一
俵
に
し
て
納
し
事
也
と
云
、
然
る
に
い
つ 

し
か
役
人
と
も
姦
計
出
来
て
、
割
槩

と
か
け

と
云
を
始
た
り
、
是

ハ 

槩
を
升
の
真
中

へ
置
、
向

へ
や
り
て
手
前

へ
引
二
度
懸
て
升

へ
入 



目
を
多
く
す
る
の
工
夫
也
、
因
而
農
民
痛
の
処
、
上

へ
聞

へ
寛
文
四 

年
始
て
御
扶
持
方
横
目
を
附
ら
れ
た
り
、
則
割
槩
の
事
を 

試
け
る
に
、

一
俵
に
て

一
升
の
ゆ
り
込
に
て
有
し
也
、
然
る
に
哀
し
き 

は
元
来
小
役
人
ハ
利
に
敏
も
の
な
る
故
、
翌
年
七
月
迄
の
減
米 

の
事
を
申
立
て
割
槩
を
改
さ
り
し
也
、
且
御
横
目
出
勤
せ
し
よ
り 

却
而
種
々
の
姦
計
を
増
し
、
計
取
と
云
者
は
御
渡
米
を
量 

る
者
な
る
か
納
米
も
是
に
量
ら
す
る
事
に
し
、
此
者
と
示
合
セ 

第

一
米
の
善
悪
を
吟
味
す
る
と
て
俵
の
口
を
明
て
淘
盤
と 

云
物

へ
米
を
掴
入
、
さ
ら
さ
ら
と
吹
て
吹
こ
ほ
し
、
残
り
を
横
目
に
見 

す
れ
は
横
目
是
を
掻か

き

返
し
引
返
し
自
ら
米
の
こ
ほ
る
ゝ
様
に 



な
す
な
り
、
俵
底
迄
も
又
如
斯
す
る
也
、
こ
ほ
る
ゝ
米
は
己
等
か 

得
分
に
す
る
故
也
、
其
上
米
か
悪
き
迚
五
度
に

一
度

ハ
つ
き
返 

す
な
り
、
偖
斗
取
米
を
量
る
に
升

へ
う
つ
高
く
盛
て
槩
に
て 

力
任
せ
に
ハ
ツ
シ
と

一
打
う
つ
て
米
を
ゆ
り
入
、
中
槩
を
五
分
乗
と 

云
に
し
て
升
縁
よ
り
ハ
五
六
分
計
ツ
ヽ
高
く
か
く
る
也
、
其
延
米
下 

敷
米
な
と
と
て
彼
是
取
合
て
ハ
、

一
俵
の
乗
り
八
升
九
升

一
斗
に 

及
と
也
、
纔
に

一
俵
四
斗
五
升
の
上
に
て

一
斗
の
米
を
掠
る
ハ
甚
敷 

の
至
り
也
、
是
昔

ハ
御
役
人
の
所
得
な
り
し
に
、
今

ハ
残
米
と
云
に 

な
り
て
、
公
儀
の
御
利
益
に
な
る
と
也
、
此
事

ハ
百
姓
共
か
米
を
輸 

来
り
て
眼
前
に
姦
手
を
見
る
事
故
、
人
は
唯
い
か
な
る
姦
し
き 



態
を
な
し
て
も
我
勝
手
を
な
す
か
、
能
も
の
と
思
ふ
故
種
々
姦
邪 

を
な
し
て
只
官
人
を
欺
く
也
、
此
御
蔵
の
収
納
の
風
士
大
夫
に
移
り
、 

升
は
五
分
乗
に
し
て
延
米
下
敷
米
抔
を
も
取
る
事
也
と
云
り
、
三
手 

通
に
て
ハ
多
く
ハ
百
姓
に
直
に
量
ら
す
る
者
な
れ
と
も
、
其
中
に
ハ
間
々 

手
自
ら
量
て
取
者
も
あ
り
、
又
ハ
升
を
打

ハ
昔
よ
り
御
法
也
と
心
得 

居
者
も
あ
る
也
、
皆
御
役
人
の
姦
手
を
学
者
也
、
又
御
蔵
米
を
平
米 

と
云
、
江
戸
為
御
登
の
米
を
上
米
と
申
な
る
か
、
上
米

ハ
名
目
別
な
る 

侭
に
諸
事
厳
刻

け
ん
こ
く

に
し
て
掠

か
す
む

る
事
も
弥
増
也
と
云
り
、
銀
方

ニ
も 

種
々
姦
曲
あ
り
て
農
民
の
痛
と
な
る
事
也
と
云
と
も
、
是

ハ
委
く 

不
存
故
略
し
畢
ぬ
、
次
に
調
法
を
稽
る
に
、
第

一
漆
木
御
改
有
し 



処
拾
四
万
五
千
四
百
七
本
有
、
是

へ
百
本

ニ
付
杪
役
蝋
三
百
五
拾
匁 

本
役
漆

一
盃
の
目
合
二
百
六
拾
匁
ツ
ヽ
召
れ
、
其
外

ハ
勝
手
次
第
に
他 

払
を
御
許
あ
り
し
故
、
百
姓
利
潤
に
な
る
を
以
て
面
々
空
地
を
見
立 

植
立
し
故
、
明
暦
元
年
御
改
に
は
御
郡
中
の
漆
木
数
弐
拾
六
万
三
千 

三
百
拾
三
本
五
分
定
法
の
御
役
木
と
な
り
た
り
、
然
る
に
元
禄
三
年
舘 

山
村
の
長
三
郎
、
名
右
衛
門
と
云
農
民
御
為
道
を
申
立
し
事

ニ
付
、
御
領
内 

山
里
木
実
皆
式
御
買
上
に
な
り
、
長
町
小
出
小
国
三
ヶ
所
に
筒
屋
を 

御
立
あ
り
て
蝋
を
御
〆
さ
せ
御
払
あ
り
し
か
は
、
多
分
御
益
に
成 

し
を
以
、
夫
よ
り
山
里
木
実
厳
重
の
御
吟
味
に
成
り
、
夏
中
よ
り
廻
り 

横
目
出
勤
、
山
手
山
手

へ
草
舎

ば
ん
こ
や

を
か
け
昼
夜
番
人
を
居
置
、
横
目
廻
勤 



し
て
是
を
改
め
、
若
空
廬

か
ら
こ
や

有
れ
は

一
村
を
騒
し
て
厳
し
く
僉 

議
し
て
、
偖
秋
中
に
な
り
て
木
実
熟
せ
し
頃
に
な
れ
は
、
横
目
ま
た 

出
勤
し
て
農
業
を
厭

ハ
す

一
村
を
駆か

り

催
し
、
大
勢
を
以
山
を
巻
取 

に
す
る
事
也
、
若
取
残
り
あ
れ
は

一
村
の
難
儀
と
な
る
故
、
委
し
く
改
め 

取
残
さ
ぬ
様
に
大
切
に
す
る
事
也
、
さ
れ
は
木
実
の
一
事

ニ
付
人 

夫
の
費
役
人
の
賄
の
引
足
、
彼
是
に
て
莫
太
の
費
用
な
る
故
、 

代
銀
賜
る
分

ハ
村
の
勝
手
ニ
は
な
ら
す
、
却
而
諸
事
難
渋
の 

事
の
ミ
故
、
百
姓
大
に
漆
木
を
悪
ミ
、
枯
木
に
な
れ
と
も
植
継 

さ
る
故
、
次
第
に
減
る
也
、
さ
れ
と
も
明
暦
御
改
の
員
数

ハ
何
れ
に 

な
り
て
も
御
役
は
奉
る
事
故
、
今

ハ
至
て
ハ
民
の
大
な
る
患 



と
な
る
也
、
次
に
青
苧

ハ
出
羽
の
名
産
に
て
、
慶
長
の
頃
よ
り
下 

長
井
の
山
手
の
村
大
瀬
栃
窪
の
辺
よ
り
植
始
め
、
段
々
荒
砥 

鮎
貝
の
辺
迄
多
分
植
立
け
れ
は
、
御
領
内
に
て
売
れ
余
り 

村
々
よ
り
願
之
上
御
買
上
に
な
り
南
都
表

へ
御
払
に
な
り
し
か
ハ
、 

無
類
の
糸
故
よ
き
価
に
な
り
、
多
分
御
益
に
な
り
し
を
以
、
慶
安 

四
年
青
苧
畑
御
検
地
あ
り
て
、

一
反
よ
り
八
貫
ツ
ヽ
済
に
被
仰
付
、 

上
中
下
の
品
を
以
代
銀
賜
り
他
払
停
止
せ
ら
れ
た
り
、
然
る
に 

明
暦
年
中
寺
嶋
喜
右
衛
門
申
立
の
事
あ
り
て
、
御
役
苧
五
百
三 

拾
駄
に
極
り
、
其
外

ハ
一
駄

ニ
付
金
弐
分
ツ
ヽ
の
御
役

ニ
而
他
払 

御
免
あ
り
し
也
、
因
而
段
々
北
條
郷
迄
植
立
、
下
長
井
に
て
五 



拾
壱
ヶ
村
北
條
郷
に
て
拾
四
ヶ
村
合
而
六
拾
五
ヶ
村
に
て
作
り
出
シ 

大
に
御
国
益
に
な
れ
る
也
、
然
る
に
右
六
拾
五
ヶ
村
の
内
下
長
井 

山
手
の
村
方
弐
拾
五
ヶ
村
は
、
作
始
の
村
々
に
て
多
分
の
貫
目 

上
納
す
る
事
な
る
に
、
全
体
山
手
の
村
に
て
買
食
の
処
な
る
か
、 

近
年
米
高
直
に
な
り
、
且
度
々
の
凶
年
に
あ
ひ
て
困
窮
し 

人
頭
減
し
け
る
故
、
青
苧
畑
手
入
疎
に
な
り
、
青
苧
出
不
足
す
る 

故
、
不
足
の
分

ハ
買
苧
を
以
上
納
し
、
夫
に
て
も
足
さ
る
者
は
家
畑 

を
没
入
せ
ら
れ
、
跡
は
村
弁
納
に
な
る
事
故
、
諸
つ
ふ
れ
に
な
り
て 

一
村
亡
所
す
る
程
の
難
渋
に
及
ひ
し
と
云
り
、
次
に
御
役
真
綿
は 

百
匁

ニ
付
、
上
綿
代
七
匁
五
分
、
中
綿
代
七
匁
ツ
ヽ
代
銀
賜
る
御
定
め 



な
れ
と
も
、
御
領
内
皆
中
綿
代
を
以
召
る
ゝ
と
な
り
、
同
紅
花

ハ
百
匁

ニ
付 

銀
壱
匁
ツ
ヽ
賜
る
也
、
御
国
中
に
て
都
合
八
拾
駄
余
り
召
る
ゝ
と
な
り
、 

青
苧
真
綿
紅
花
の
三
品
は
青
苧
御
蔵

へ
納
め
、
荷
作
り
の
縄

薦
む
し
ろ 

御
役
人
の
薪
迄
納
る
事
也
、
然
る
に
小
役
人
の
私
曲

ハ
己
事
な
き
者 

に
て
近
き
頃
も
承
り
け
る
に
、
青
苧
皆
済
の
村
方

ハ
御
役
人
江

一
村 

よ
り
祝
儀
と
て
金
子
壱
歩
宛
賜
る
事
也
、
左
な
け
れ
は
彼
こ
れ 

難
渋
を
言
て
村
方
の
泥
ミ
に
な
る
故
、
是
非
な
く
皆
賜
る
事
な
り 

と
云
り
、
次
に
御
用
の
薪

ハ
三
田
沢
の
百
姓
の
役
に
て
御
林
の
内
よ
り 

年
々
七
百
七
拾
尋
宛
伐
出
し
、
小
樽
川
を
流
し
木
場
迄
届
に
、 

一
尋
ニ
付
壱
貫
百
文
宛
日
料
銭
を
賜
る
也
、
偖
又
城
下
に
て
用 



所
の
薪
は
田
沢
梁
沢
綱
木
よ
り
多
く
伐
出
し
、
鬼
面
川
を
流
し 

木
場

へ
揚
て
売
な
り
、
是
に
川
役
有
、
其
役

ハ
其
価
の
高
下
に 

依
り
て
不
同
あ
れ
と
も
、
大
抵
上
木
か
百
八
拾
銭
、
中
木
か
百
六
拾
銭
、 

下
木
か
百
拾
文
位
也
、
是
も
近
年
田
沢
梁
沢
よ
り
計
も
千
貫
文
程 

宛
増
銭
を
召
る
ゝ
な
り
、
仍
て
自
ら
薪
も
高
直
に
な
り
諸
人
難
儀 

と
な
れ
る
也
、
偖
又
田
沢
の
者
抔
の
薪
を
伐

ハ
明
年
出
す
薪
を
今 

年
六
月
に
伐
る
た
け
伐
也
、
五
月
中

ハ
蚕
養
又
は
田
植
等
に
て 

暇
な
く
、
六
月
ハ
聊
隙
な
る
故
、
此
月
に
伐
也
、
且
六
月
ハ
木
の
皮
浮 

て
む
け
や
す
き
な
り
楢
の
木
抔
は
此
月
に
あ
ら
さ
れ
は
む
け 

す
と
な
り
、
扨
薪
を
伐
に
は
三
日
に

一
日
ツ
ヽ
休
息
す
る
事
故

一
ヶ 



月
に
丸
々
伐
て
廿
三
日
な
ら
て
伐
ら
す
、

一
尋
伐
り
に
し
て
漸
々
廿 

三
尋
也
、
近
年

ハ
人
不
足
に
て
此
月
伐
果
さ
す
、
翌
年
の
春
二
月
末 

よ
り
三
月
限
に
伐
な
り
、
然
れ
共
此
頃
は
余
寒
猶
烈
し
く
手
足
凍

へ 

て
果
敢
す
、
且
春
伐
は
木
の
皮
む
け
す
輸
出
す
に
も
重
く
し
て 

諸
事
宜
か
ら
す
と
也
、
其
上
伐
た
る
木
を
山
よ
り
輸
出
す
に
修
羅 

と
云
大
き
な
る
雪
車
に
載
て
出
す
事
故
、
雪
の
有
内
三
月
限
り
に 

出
さ
ゝ
れ
は
な
ら
ぬ
故
、
二
月
末
に

一
伐
り
木
を
伐
て
三
月
始
に
去
年 

の
木
を
輸
出
し
、
夫
を
果
し
て
又
伐
也
、
四
月
は
田
畑
の
働
を
し
て 

五
月
始
よ
り
田
植
前
迄
木
を
流
し
水
沢
原
と
云
処

へ
揚
置
、
六
月 

又
翌
年
の
木
を
伐
り
八
九
月
は
田
畑
の
取
仕
廻
を
し
て
九
月
中 



旬
よ
り
又
川

へ
流
し
下
の
在
家
と
云
へ
揚
置
也
、
此
間

ハ
三
里
程
ノ 

処
な
り
、
此
に
て
役
人
の
改
を
請
る
也
、
夫
よ
り
十
月
末
に
な
り
、 

霰
霙
の
降
る
頃
漸
々
木
場
迄
流
す
也
、
昔

ハ
九
月
中
旬
迄
に 

流
し
て
積
あ
け
十
九
日
に
ハ
木
主
共
宮
村
の
角
力
を
見
に 

木
場
よ
り
行
事
に
て
有
し
と
也
、
四
五
十
年
以
来
段
々
困
窮 

し
て
人
不
足
に
な
り
、
所
作
に
お
く
れ
遅
滞
に
な
り
け
る
な
り
、 

夫
故
薪
を
多
く
焼
キ
只
官
酒
を
飲
、
只
寒
気
を
忍
て
水
に 

入
故
病
人
も
多
く
出
る
と
也
、
誠
に
民
の
世
渡
る
業

ハ
や
る
方 

も
無
く
苦
し
き
者
な
り
、
憐
む

へ
き
事
に
て
そ
、
次
に
御
役 

炭
は
都
而
山
手
の
村
拾
壱
ヶ
村
内
外
中
津
川
二
十
四
ヶ
村
都
合 



三
十
五
ヶ
村
の
役
に
て
、
年
々
三
千
廿
苞す

こ

余
ツ
ヽ
炭
御
蔵

へ
納
る
也
、 

代
納
な
れ
は

一
苞
代
弐
百
文
宛
納
る
也
、
釜
役
は

一
箇
五
匁
四
分
ツ
ヽ 

な
り
、
是
等
調
法
の
重
立
た
る
者
也
、
其
外
種
々
御
役
を
召
る
ゝ
也
、 

挙あ
け

て
数
ひ
か
た
し
随
而
御
作
事
屋
の
縄な

わ

薦
む
し
ろ

藁わ
ら

空か
つ

苞こ

木
も
つ
こ

爪
軽か

る 

抗く
い

雪
垣
御
台
所
の
菓
子
大
豆
小
豆
蕎
麦

ソ

ハ

御
厩
の
御
馬
飼
料
秣 

赤
綿
御
鷹
の
餌
鳥
代
御
飼か

い

靍
の
餌ゑ

ば

追
鳥
雉
代
等
の
如
き
迄 

皆
百
姓
の
勤
也
、
以
上
調
法
の
大
略
な
り
、
第
三
に
庸
法

ハ
往
古

ハ 

和
漢
の
古
例
の
如
く
屋
並な

ミ

軒け
ん

に
て
あ
り
し
か
人
夫
を
召
る
ゝ
時 

農
業
の
時
節
な
れ
は
城
下
に
て
人
を
雇
ひ
し
に
請
負
人
有
て 

百
姓
よ
り

一
人
分
廿
四
文
宛
取
つ
て
拾
八
銭
弐
拾
銭
位
に
て
雇
て 



出
し
け
る
と
也
、
其
頃
は
諸
品
下
直
に
て
米

一
升
八
銭
計
ツ
ヽ
す
る
時 

ゆ

へ
斯
あ
り
し
と
也
、
渡
部
久
左
衛
門
郡
代
の
時
承
応
年
中
申
立

ニ
付
、
物 

成
三
拾
弐
石
詰

一
軒
に
て
石
高
に
て
夫
役
を
被 

仰
付
し
也
、
夫
よ
り 

四
五
十
年
か
間
其
通
に
て
有
し
所
、
元
禄
五
六
七
と
三
ヶ
年
の
夫
役
を 

平
均
せ
し
か
ハ
一
軒
百
弐
拾
人
余
に
当
り
、
百
姓
よ
り
代
に
て
銀
八
拾
匁 

米
弐
俵
ツ
ヽ
召
れ
、
御
作
事
屋
に
て
定
夫
百
人
御
抱
城
下
廻
り
の
土

木

フ
シ
ン
ノ
コ
ト 

興
作
の
諸
事
に
召
使
は
れ
、
在
々
道
橋
修
造
川
除
等
の
事
に

一
人
江 

五
拾
文
ツ
ヽ
の
日
料
を
賜
り
て
百
姓
を
役
せ
ら
れ
し
処
、
寛
永
年
中 

弐
拾
匁
増
銀
被 

仰
付
、

一
軒
よ
り
百
匁

ニ
弐
俵
ツ
ヽ
納
る
事
に
て
、
米 

三
千
俵
余
、
銭
壱
万
弐
千
貫
文
余
ツ
ヽ
召
る
ゝ
と
也
、
又
地
軽
と
云
者 



あ
り
、
是
は
慶
長
十
九
年
大
坂
御
陣
の
時
先
例
の
如
く
人
夫
を
召 

連
ら
れ
し
か
、
御
帰
陣
の
後
五
百
七
拾
五
人
江
御
蔵
米

一
人
扶
持
賜
り 

た
り
、
是
は
定
法
の
夫
役
の
外
に
召
連
ら
れ
し
事
故
、
其
以
来
是
を 

地
懸
と
称

へ
別
に
百
姓
の
勤
し
事
也
、
此
御
扶
持
米
止
て
の
役
銀
に
て 

召
れ
、
是
に
て
定
夫
御
買
夫
御
輿
夫

カ

フ

の
給
金
等
に
賜
る
也
、
今
は 

免
軒
有
り
て
五
百
五
拾
弐
人
分
銀
七
拾
貫
匁
余
ツ
ヽ
召
る
ゝ
と
な
り
、 

又
小
夫
銀
と
云
あ
り
、
此
は
御
用
に
て
村
方

へ
行
御
役
人
の
送
迎 

賄
の
引
足
等
都
而
御
役
人
の
諸
費
用

ひ

よ

う

ハ
村
方
に
て
勤
る
也
、
又
内
人 

足
と
て
肝
煎
手
元
に
て
使
ふ
日
料
銭
、
随
而

ハ
御
用
に
て
肝
煎
組
頭
小 

走
り
抔
云
者
城
下

へ
登
り
て
居
る
内
、
宿
銭
小
使
銭
或
は
賄
賂
の
入
料
等 



其
外
都
而
村
役
の
者
の
費
用

ハ
悉
く

一
村
の
勤
に
て
、
是
を
小
夫
銀 

と
云
也
、
近
年
郷
村
多
事
に
な
り
て
御
役
人
の
出
入
繁
く
村
役
は 

多
用
な
る
故
、
小
夫
銀
次
第
に
増
長
し
、
本
前
の
夫
銀
に
較
る
事

ニ
而 

大
に
百
姓
の
痛
な
り
と
云
り
、
偖
又
夫
役

ハ
人
別
に
て
召
る
ゝ
事 

古
今
和
漢
の
通
法
也
、
全
体
夫
役
は
国
に
有
合
人
の
内
士
を
除
て 

其
外

ハ
何
の
差
別
な
く
、
二
十
よ
り
五
十
九
迄
の
男
子
を
年
に
三
日 

宛
役
使
せ
ら
る
ゝ
事
に
て
、
土
地
に
ハ
一
向
拘

い
っ
こ
う
か
ゝ

ハ
ら
ぬ
事
也
、
然
る
を
田 

地
の
高
を
以
征
せ
ら
る
ゝ
時
は
田
租そ

を
二
重
に
召
る
ゝ
道
理
に
成 

て
、
石
高
を
持
た
る
者
の
大
な
る
害
な
り
、
随
而
三
拾
弐
石

一
軒
と 

云
は
何
れ
の
故
を
以
定
ら
れ
し
事
も
知
れ
さ
れ
共
、
田
地
ハ
反
を 



以

一
人
前
と
見
れ
は
大
体
拾
六
石
程
に
当
る

へ
き
な
れ
は
、

一
人
前
の 

夫
銀
四
五
拾
匁
に

一
俵
に
当
る
也
、
民
力
を
用
る
事
三
日
と
云
に
較 

て
は
大
に
過
当
な
る
者
也
、
且
人
に
て
召
る
ゝ
時
は
農
業
の
暇
を 

以
召
使
は
る
ゝ
事
故
、
力
を
費
の
ミ
に
て
生
産
の
痛
と
は
な
ら 

ぬ
な
り
、
然
る
を
米
銀
に
て
召
る
ゝ
時
は
、
相
定
る
年
貢
の
外
に 

過
分
の
物
を
出
す
事
に
て
、
当
年
抔
の
如
き
米
価
賎
き
時

ハ 

一
人
前
の
夫
銀
七
俵
売
さ
れ
は
五
拾
匁
の
銀
に
な
ら
ぬ
ゆ

へ
、 

取
合
八
俵
の
米
を
よ
し
な
き
処

へ
出
す
も
の
な
れ
は
、
大
に
生
産
の 

痛
と
な
る
也
、
都
而
聖
人
の
道
に
背
け
る
事
は

一
過
は
便
利
な
る
様 

に
て
も
必
末
に
は
害
を
生
る
者
な
り
、
以
上
は
租
調
庸
の
大
略
也
、 



ケ
様
に
次
第
に
損
レ
下
益
レ
上
御
事
な
る
故
、
全
体
五
公
五
民
の
御
法
成 

処
、
廿
年
計
り
前
に
御
役
筋
の
人
に
承
り
し
に
、
七
公
三
民
程
に 

当
る
と
云
事
な
り
し
か
、
今
の
百
姓

ハ
粃

し
ゐ
な

粹
く
た
け

糠
藁
を
所
得

し
ょ
と
く

と
見
て 

勤
る
と
申
事
な
り 

一
、
昔
の
百
姓
の
風
俗

ハ
極
て
質
素
倹け

ん

易ゐ

な
る
事
に
て
、
平
生
の
衣 

服
は
綿
差
子

さ

し

こ

と
て
麻
布
の
裂さ

け

と
も
を
取
集
メ
衣
服
の
容

か
た
ち

に 

綴つ
ゞ

り
て
、
表
裏
に
し
て
中

へ
は
麻
糸
の
引ひ

き

滓か
す

を
認
得

ト

ク

と
扣タ

ゝ

き
て
、 

水
に
て
上
滓カ

ス

を
流
し
乾ほ

し

燥
か
わ
か

し
て
是

へ
入
り
、
糸
に
て
ひ
し
ひ
し
と
縫
緘

ぬ
い
と
ち 

た
る
も
の
也
、
長
綿
と
云
は
身
の
長
に
し
、
短
綿
と
云
は
膝ひ

ざ

切
に
し 

て
是
を
着
た
り
、
外
に

一
ツ
も
晴
着
を
木
綿
に
て
製

せ
い
し

置
き 

五
公
ト
云
ハ
五
分 

公
義

ニ
テ
ト
リ 

五
民
ト
云
ハ
五
分 

百
姓

ニ
テ
ト
ル 

ナ
リ 



晴
の
場

へ
出
る
時
は
下

へ
差
子
を
着
て
、
上
に
木
綿
綿
入
を
着
出
し
事 

な
り
、
何
程
内
福
の
者
も
差
子
は
放
さ
ぬ
事
に
て
あ
り
し
と
也
、
髪
は 

藁
に
て
束
ね
鬢
附
に
ハ
松
脂
を
用
ひ
た
り
、
木
綿
合
羽
羽
織
風 

呂
敷
な
く
、
蓑
笠
着
て
蒲
簀
に
物
を
入
て
持
た
り
、
食
物

ハ
麦 

を
多
く
作
り
、
又
は
蕎そ

ば

麦
粟あ

わ

稗ひ
へ

の
類
を
作
り
て
、

一
日
の
中
二
度

ハ 

雑ぞ
う

穀
を
喰
、

一
度
米
の
飯
を
喰
に
、
半
は
蕪
菁
の
葉
蘿
菔

だ
い
こ
ん

の 

根
等
を
入
て
食
せ
し
と
也
、
近
き
昔
迄
も
山
手
の
村
百
姓

ハ
家
ヲ 

子
に
譲
れ
は
、
山
の
平
ミ
を
見
立
柴
を
刈
て
掘
発
し
蕎
麦
ヲ 

作
り
て
家
の
助
と
せ
し
事
に
て
、
是
を
か
の
蕎
麦
と
云
な
り
、
刈 

野
の
略
語
な
る

へ
し
、
膳
具
は
木
地
椀
に
山
お
し
き
を
用
ひ
た
り
、 



今
も
大
沢
の
斎
藤
五
右
衛
門
か
家
に
て
は
年
夜
の
嘉
例
に
て
、
山
お
し
き 

に
葱

ね
フ
カ

二
本
に
て
食
事
を
す
る
事
也
と
云
り
、
鉄
火
箸
鉄
火
か
き
鉄
わ 

た
し
火
達
櫓
な
し
、
火
箸
は
荊

い
ば
ら

を
用
ひ
、
火
か
き

ハ
木
に
て
拵

へ
、
わ
た 

し
は
柴
を
折
て
用
ひ
た
り
、
火
達
に
は
本
よ
り
あ
た
る
物
と
せ
さ
り 

し
故
、
火
達

櫓
や
く
ら

と
云
者
は
絶
て
な
か
り
し
と
也
、
住
居
は
多
く
は 

草
舎

そ
う
し
ゃ

作
り
に
簀す

囲
か
こ
ひ

に
て
藁
莚
を
敷
た
り
、
右
の
如
く
万
事
倹 

素
な
る
事
に
て
費
な
く
且
賦
歛
も
正
理
な
り
、
夫
役

ハ
人
に
て 

勤
し
故
、
其
頃
は
米
の
価
賎
か
り
し
か
と
も
、
市
に
て
諸
色
を 

求
る
に
ハ
米
に
て
交
易
せ
し
故
、
諸
事
差
支
る
事
も
な
く
、
民 

安
か
り
し
と
也
、
然
に
段
々
賦ふ

歛れ
ん

も
重
く
な
り
、
明
暦
元
年
五 

御
年
く 



斗
百
懸
銀
、
万
治
三
年
の
附
益
物
成
等
に
て
農
家
の
難
儀 

な
り
し
上
に
、
寛
文
年
中
よ
り
租
米
の
事
に
御
役
人
の
姦
計

か
ん
け
い 

出
来
て
益
患
を
添
し
処
、
延
宝
三
年
凶
年
に
て
田
穀
登 

ら
す
米
穀
甚
不
足
し
、
町
下

へ
一
ケ
月
に
百
俵
ツ
ヽ
御
払
米 

出
し
に
、
其
頃
は
米
価
甚
賎
く
三
百
四
拾
文
五
拾
文
か
定
直
な
り
し
に
、 

一
俵
の
代
銀
拾
六
匁
ツ
ヽ
に
御
払
あ
り
し
事
に
て
、
国
民
多
く 

餓
死
せ
し
と
な
り
、
夫
よ
り
拾
八
年
目
元
禄
五
年
大
飢
饉

ニ
而 

人
民
夥
し
く
死
亡
せ
し
か
は
、
農
民
も
大
に
減
耗

げ
ん
こ
ふ

し
耕
作
も 

自
ら
粗
略
に
な
り
た
り
、
元
禄
以
前
は
人
民
繁

殖

は
ん
し
ょ
く

な
り
し
に 

よ
つ
て
召
仕
の
給
銭
な
と
も
甚
下
直
な
る
事
に
て
、
三
年
の 

へ
り

へ
る 

し
け
り 



年
季
に
百
匁
七
貫
文

な

り

か
高
に
て
八
拾
匁
五
貫 

六
百
文

位
迄
仕
着
代
五
拾
匁

三
貫 

五
百
文 

宛
に
て
抱
ひ

一
年
季
は
三
拾
匁
弐 

貫

百

文

定
法
に
て
あ
り
し
に
、
元
禄 

五
年
以
来
は
人
不
足
に
な
り
し
故
段
々
高
直
な
り
し
と
也
、
九
年
よ
り 

夫
役
を
米
銀
に
て
召
れ
、
宝
永
元
年
又
弐
拾
匁
増
懸
を
被
仰
付 

し
故
、
倍
百
姓
の
痛
と
な
り
け
る
と
也
、
且
又
元
禄
の
末
よ
り
農 

家
も
漸
々
世
の
風
に
連
て
奢
侈
に
移
り
、
衣
服
飲
食
見
や
う 

見
ま
ね
に
僣
上
す
る
事
に
な
り
て
、
租
税
次
第
に
重
く
な
り
し 

上
に
又
内
証
の
物
入
多
く
な
り
し
か
は
、
自
ら
貧
窮
に
な
り
て
年 

年
残
税
出
て
借
銭
を
し
て
間
を
合
す
れ
は
、
翌
年

ハ
弥
増
の 

難
儀
に
な
り
て
、
是
非
な
く
禿
る
ゝ
百
姓
年
々
不
少
事
に
て
あ
り 



し
か
は
、
享
保
年
中
よ
り
不
納
の
百
姓
は
秋
成
に
鎌
留
と
云
に
し
て 

上
納
被
仰
付
し
か
と
も
猶
足
ら
す
、
且
様
々
害
を
生
せ
し
か
は
、
又 

一
作
売
田
と
て
借
替
を
以
上
納
被
仰
付
し
に
、
猶
又
足
ら
す
未
進 

夥
し
く
畳
り
上
下
の
難
儀
に
及
ひ
し
事
に
て
、
此
頃
よ
り
明
和
の 

始
迄
は

一
向
田
地
の
得
益
な
か
り
し
か
は
、
諸
士
と
町
人
の
田
地 

を
持
た
る
ハ
捨
売
に
売
払
ひ
、
或
は
無
代
に
て
譲
り
、
貰
人
も 

な
き
田
地
は
金
銭
を
添
ひ
て
与

へ
し
等
の
事
に
て
、
大
に
持 

扱
し
程
の
事
な
れ
は
、
百
姓
の
困
窮
甚
し
か
り
し
か
と
も
、
奢

ハ 

次
第
に
増
長
せ
し
か
は
、
享
保
年
中
号
令
あ
り
て
衣
類
染 

色
は
浅
黄
鼠
色
木
綿
合
羽
風
呂
敷
并
帯
刀
御
停
止
の 



被
仰
出
あ
り
し
と
也
、
然
と
も
世
の
中

一
統
の
奢
侈
な
れ
は
間
も 

な
く
破
れ
て
本
の
如
く
に
な
り
、
次
第
次
第
に
衣
食
住
僣
上
す
る
事 

に
な
り
つ
れ
は
、
皆
年
貢
を
下
り
借
金
を
し
て
す
る
事
故
、
年
々 

債
畳
り
難
儀
限
り
な
き
処
、
宝
暦
四
年
の
懸
銀
、
同
五
年
の 

凶
作
、
同
六
年
の
餓
死
、
同
七
年
の
洪
水
に
て
、
已
四
年
の
殃
災 

に
罹
り
人
亡
ひ
土
地
廃
れ
て
百
姓
の
困
窮
爰
に
至
て
至 

極
せ
り
、
最
早
動
く
よ
す
か
も
な
か
り
し
処
、
天
道
人
を
殺
さ 

す
と
云
世
語
の
如
く
、
い
つ
れ
か

一
年

一
年
と
送
る
中
、
明
和
の
頃 

よ
り
米
穀
高
直
に
な
り
し
か
は
、
百
姓
始
而
息
を
継
た
り
、 

御
当
領
は
半
永
な
る
を
以
米
価
貴
け
れ
は
別
而
百
姓
の 



利
潤
と
な
る
也
、
乍
去
山
村
の
買
食
の
処

ハ
却
而
害
を
受
る
也
、 

且
又
今

ハ
粃
粋
な
ら
て
百
姓
の
所
務
は
な
き
と
申
程
の
事 

な
れ
は
、
公
納
を
間
に
合
す
る
の
ミ
に
て
内
証
の
潤
に
な
る
程 

の
事

ハ
な
き
事
な
れ
と
も
、
金
銭
の
得
易
キ
ま
ゝ
前
後
の 

勘
弁
も
な
く
使
ひ
費
す
也
、
夫
故
近
年
農
家
の
奢
侈
以 

の
外
也
、
雑
飯
を
嫌
ひ
て
米
の
飯
を
喰
、
菜
物
を
好
ミ
綿
入 

を
重
ね
、
火
達
に
あ
た
り
被ヨ

キ

褥
フ
ト
シ

を
ま
と
ひ
、
縁ヨ

リ

鬢
附
を
用
ひ
、 

女
子
ハ
絹
紬
及
縮
緬
の
衣
服
を
用
ひ
、
座
敷
を
作
り
天
井 

を
張
、
板
を
敷
縁
取
り
の
畳
を
敷
、
唐
紙
障
子
を
立
、
家
財 

も
種
々
栄
耀
も
の
を
儲
ひ
抔
し
て
、
や

つ
は
り
士
大
夫
の
似
を 



な
す
也
、
去
年
中
御
免
町
の
平
右
衛
門
と
云
者
の
妻
か
咄
せ
し
に
、 

荒
砥
村
の
者
か
来
り
て
銀
を
買
て
呉
よ
と
云
故
、
御
免
町
に
て
様
々 

尋
ね
し
か
共
な
く
て
、
柳
町
の
清
三
郎
か
方
に
質
物
の
流
れ
有
し
故 

夫
を
買
て
与

へ
し
に
、
其
銀
に
て
木
綿
合
羽
の
ひ
つ
か
け
を

一
通 

六
貫
文
に
て
誂
ひ
し
と
語
り
き
、
ケ
様
の
類
に
て
奢
侈
長
畳 

せ
し
か
は
何
程
米
価
貴
く
と
も
農
家
三
ケ
弐
は
困
窮
に
て
、 

只
官
借
金
を
し
て
間
に
合
す
れ
は
、
次
第
に
借
銭
畳
り
諸
方 

よ
り
催
促
せ
ら
れ
公
納
に
揉
立
ら
れ
、
或

ハ
禿
れ
或
は
出
奔 

す
れ
は
其
跡
は
村
弁
納
に
な
る
故
、
己
々
か
持
分
さ

へ
も
手
余
り
て 

疎
略
な
る
に
、
作
り
荒
し
た
る
田
畑
を
預
る
事
故
、
自
ら
手
入
も 



行
届
か
す
捨
作
り
に
な
す
事
也
、
夫
と
て
も
年
貢
は
免
さ
れ
、
さ
れ 

は
困
窮
以
の
外
に
な
り
た
る
也 

一
、
御
当
領
の
土
地
の
荒
廃
す
る
根
元
を
考
る
に
、
全
体
米
沢
ハ
地
面
の 

高
き
国
な
る
故
、
川
流
皆
当
国
に
濫
觴

ら
ん
し
よ
ふ

し
て
他
領

へ
出
、
彼
方
よ
り
入
水

ハ 

一
流
も
な
き
也
、
且
南
方
は
吾
妻
の
山
勢
に
て
次
第
に
高
く
、
北
の 

方

ハ
打
開
き
て
次
第
に
下
き
故
、
小
国
の
玉
川
、
吾
妻
東
西
の
松
川 

二
流
の
外
は
百
川
北
に
走
り
、
松
川
に
会
し
て
最
上
郡
に
出
、
是
を 

最
上
川
と
云
也
、
最
上
川
は
出
羽
に
て
の
大
河
に
て
和
歌
に
も 

読
来
る
名
流
也
、
去
故
に
元
来
地
精
を
湛
る
性
な
き
所
な
る 

ゆ

へ
、
大
瀬
の
不
動
瀧
の
嶮
難
を
以
水
勢
を
支
し
ハ
、
地
勢
を
拔 

は
し
ま
り 



ま
し
き
為
に
造
物
者
の
心
を
用
し
処
也
、
然
に
元
禄
五
年
京
都 

の
冨
貴
商
人
西
村
久
左
衛
門
か
姦
訴
に
中
ら
せ
ら
れ
、
終
に
米
沢
の 

咽
喉
不
動
瀧
を
切
て
水
勢
を
走
ら
せ
給
ひ
し
よ
り
、
漸
々
川
筋 

も
浅
く
な
り
、
淵
潭

ふ
ち
と
ろ

も
あ
せ
て
地
精
を
か
ら
す
故
、
所
々
の
池
沼
も 

埋
し
也
、
二
十
四
五
年
以
前
迄
も
鬼
面
川
通
に
は
底
居
も
知
れ 

ぬ
深
淵
幾
処
に
も
有
り
、
松
川
筋
に
も
町
裏
通
迄
処
々
潭
有 

し
と
云
に
、
今

ハ
大
概
あ
せ
て
平
川
と
な
り
た
り
、
窪
田
の
色
部 

家
中
の
者
の
咄
に
、
松
川
の
水
際
四
拾
年
程
以
来
八
尺
下
り
し
と 

云
と
い
へ
り
、
堀
立
川
抔
も
彼
川
を
用
る
家
に
て
ハ
水
揚
を
付
て 

置
に
、
昔
よ
り
三
尺
下
り
し
と
て
今
存
命
の
者
語
る
也
、
又
宮
村 



小
出
村
の
井
の
水
三
拾
年
已
来
七
尺
下
り
し
と
申
也
、
且
又
川
瀬
急 

に
な
り
、
水
勢
強
き
ゆ

へ
川
欠
水
押
の
患
も
あ
る
也
、
ケ
様
に
地
精
を
拔 

故
田
肉
昔
は
七
八
寸
よ
り

一
尺
迄
有
し
処
、
今

ハ
僅
に

一
二
寸
よ
り
五
六
寸 

迄
な
り
と
云
り
、
田
肉
と
は
田
地
の
糞
を
入
置
肥
土
を
云
也
、
尤
是

ハ 

農
民
の
手
入
疎
略
に
な
り
し
故
と
は
云
な
か
ら
、
全
体
土
地
に
潤
沢 

な
き
故
也
、
夫
故
自
ら
田
穀
も
不
熟
す
る
な
り
、
又
山
に
樹
木
繁
き 

時
は
山
に
水
あ
り
、
山
水
あ
れ
は
山
下
に
川
沢
あ
り
て
土
地
を
潤
す
也
、 

木
生
レ
水
て
水
は
子
の
木
を
養

へ
は
木
も
又
母
の
水
を
養
ひ
て
水 

と
木
と
は
離
れ
ぬ
も
の
也
、
故
に
樹
木
を
伐
尽
す
時
は
水
も
自
ら 

か
る
ゝ
也
、
然
に
米
沢
の
近
辺
の
山
々
皆
伐
尽
し
て
童ハ

ケ

山
に
な
り 



た
り
、
是
は
世
奢
侈
に
な
り
て
材
を
用
る
事
多
き
故
也
、
松
木
抔
は 

殊
の
外
乏
し
く
な
り
た
り
と
云
り
、
聊
の
事
な
れ
共
発
燭

ツ

ケ

キ

に
費
す
も 

不
少
も
の
也
と
云
り
、
直
江
大
夫
の
令
條
に
麻ソ

幹カ
ラ

に
硫
黄
を
つ
け
て 

用
ひ
よ
と
云
事
あ
り
し
と
云
り
、
能
心
を
用
ひ
し
者
也
、
山
林

ハ
無 

尽
蔵
な
れ
は
斧
斤
以
時
入
と
き
は
尽
る
期
は
な
き
事
な 

れ
と
も
、
元
禄
已
来
奢
侈
の
弊
風
に
て
猥
に
天
物
を
損
ふ
故 

自
ら
不
足
せ
し
也
、
全
体
山
村
は
川
沢
多
し
て
水
利
に
乏
し
か
ら 

ぬ
者
な
る
か
、
樹
木
を
伐
尽
し
水
気
乏
き
故
、
近
年

ハ
旱
魃
の 

患
を
受
る
也
、
中
に
も
大
船
村
抔
は
大
松
林
を
伐
て
よ
り
只 

官
害
を
受
る
也
、
且
川
源
乏
き
故
益
川
々
の
水
不
足
す
る
と
云
り
、 



又
元
禄
五
年
大
凶
作
に
て
人
類
減
耗
せ
し
上
、
次
第
に
租
税
の
重 

く
な
る
と
奢
侈
の
風
俗
と
に
て
困
窮
し
出
生
を
養

ハ
さ
る
ゆ

へ
、 

倍
人
不
足
に
な
り
て
自
ら
耕
作
も
疎
略
に
な
り
薄
田
と
な
る
な
り
、 

ケ
様
の
事
共
に
て
漸
々
に
土
地
衰
敗
す
る
也
、
不
動
瀧
を
切
ら
せ
ら 

れ
し
は
是
非
も
な
し
、
地
ノ
利
不
知
人
知
と
云
は
御
政
道
正
し
く
上
下 

和
合
し
農
民
稼 か

 

穡
し
よ
く

を
楽
む
時
は
土
地
の
御
宝
空
か
ら
さ
る

へ
し 

一
、
農
業
は
百
姓
の
務
に
て
耕
作

ハ
男
子
の
業
蚕
養

ハ
女
子
の 

業
な
り
、
桑
は
大
体
の
地
な
れ
は
能
生
立
も
の
也
と
云
ハ
田
畑
の 

障
に
な
ら
ぬ
所

へ
頻
に
桑
を
植
て
四
民
共
に
蚕
養
繁
昌 

す
る
は
御
国
中
第

一
之
産
な
り
と
云
り 

し
つけ 

と
り
し
ま
い 



一
、
郡
奉
行

ハ
有
司
の
重
き
者
な
り
、
御
国
中
の
人
民
四
ツ
の
も
の 

三
ツ
は
農
民
な
り
、
郡
奉
行
の
治
の
善
悪
に
よ
り
て
六
七
万
の 

農
民
の
盛
衰
苦
楽
の
罹
処
、
乃
至
国
家
の
得
失

と
く
し
つ

興
廃

こ
う
は
い

の
依よ

る 

所
な
り
、
尤
重
選
な
る

へ
し
、
迚
も
両
人
の
郡
奉
行

へ
封
内
を
二
ツ 

に
分
ケ
て
御
任
あ
ら

ハ
御
治
世
の
一
助
な
る

へ
し 

     



          



 

管
見
談 

巻
之
四 

 
 

 
 

町
人 

一
、
市
町
の
古
を

稽
か
ん
こ
ふ

る
に
、
根
本
米
沢
は
大
江
氏
を
始
め
小
身
に
て
、 

其
後
は
世
々
倍
臣
に
て
持
た
る
小
城
な
る
故
二
ノ
曲く

る

輪わ

の
ミ
に
て 

其

周
め
く
り

に
商
賈
住
り
、
然
し
是
は
御
入
国
砌
の
事
な
る
べ
し
、 

大
町
ハ
今
の
門
東
町
、
新
町
ハ
白
子
明
神
の
祠
前
の
町
に
て 

今
の
元
籠
ノ
町
也
、
夫
故
今
も
白
子
の
祭
事

ハ
新
町
に
て 

行
ふ
事
也
と
い
へ
り
、
是

ハ
御
入
国
砌
り
纔
の
間
か
し
こ
に
あ
り
し 

事
な
る

へ
し
、
小
城
下
に
て
売
買
も
不
足
な
る
故
商
賈
も
農 

作
を
半
業
と
し
極
而
質
朴
な
る
事
に
て
有
し
と
云
り
、
然
に 



慶
長
六
年
国
家
三
拾
万
石
の
大
諸
侯
と
し
て
御
遷
り
あ
り
し
か
ハ
、 

同
十
三
年
よ
り
三
の
曲
輪
を
経
営
あ
り
て
、
町
家

ハ
河
原
表

へ
田
畑
を 

潰
し
割
出
し
に
成
り
た
り
、
其
頃
迄
は
柳
町
辺
抔
は
柳
原
に
て
、
原 

中
に
法
華
宗
の
妙
円
寺
只

一
軒
有
り
て
、
柳
原
の
妙
円
寺
迚 

四
町
四
方
の
境
内
に
て
大
寺
に
て
有
し
と
也
、
妙
円
寺
は
日
蓮
の 

弟
子
日
尊
の
開
山
に
て
五
百
拾
余
年
に
及
古
き
寺
也
、
偖
町
家

ハ 

河
原
表

へ
移
さ
れ
し
か
共
段
々
居
宅
を
営
ミ
、
且
他
領
の
商
賈 

と
も
追
々
来
り
集
り
住
居
を
占
け
る
故
、
大
に
繁
昌
し
け
る
と
也
、 

さ
れ
と
も
甚
質
素
な
る
事
に
て
、
家
作
は
店
勝
手
台
所
計 

に
て
多
く
ハ
藁
葺
也
、
勿
論
素
町
人
の
板
を
敷

ハ
制
禁
な
る 



皆
土
間
に
て
藁
莚
を
敷
た
り
、
貨
物
は
店

へ
か
さ
ら
す
市

へ
持
出
て 

鬻
ひ
さ
い

た
り
、
多
く
ハ
算
筆
秤
目
に
う
と
く
品
に
て
交
易
せ
し
也
、
合
羽 

羽
織
袴
の
類
な
く
女
は
風
呂
敷
の
様
な
る
物

へ
束
熨
斗
な
と
を 

染
て
冠
り
し
と
也
、
ケ
様
に
倹
素
な
り
し
内
由
緒
あ
る
富
商
は 

又
格
別
に
て
あ
り
し
と
云
り
、
大
町
の
検
断

ハ
鈴
木
孫
九
郎
と 

云
し
に
簽レ

ン

債
シ
ャ
ク

頭
と
て
惣
町
中
の
支
配
頭
な
り
け
る
か
、
知
行 

百
石
に
五
拾
俵
賜
り
譜
代
の
家
来
余
多
持
て
大
家
を
構 

ひ
て
有
し
と
也
、
然
る
に
孫
九
郎
か
子
十
左
衛
門
か
代
に
な
り
不
行 

跡
の
事
共
有
り
し
か
は
、
町
奉
行
量
を
以
内
々
に
て
隠
居
囲 

入
を
申
付
た
り
、
十
左
衛
門
実
子
な
か
り
し
か
は
立
石
村
の
樋
口 

う
る 



次
郎
右
衛
門
か
子
を
貰
ひ
名
跡
に
な
し
た
り
、
此
時
の
願
書
古
体
な
る 

も
の
な
り 

此
度
鈴
木
十
左
衛
門
病
気

ニ
付
御
役
義
相
勤
可
申
様
無
之
、

一
門 

中
并
家
来
共
相
談
を
以
、
樋
口
次
郎
右
衛
門
子
名
跡

ニ
被
申
立

一
段 

尤

ニ
存
候
、
願
之
通
被 

仰
付
於
被
下
置
は
皆
々
過
分
可
奉
存
候
、 

為
其
以
連
判
申
上
候
、
以
上 

 
 

 

天
和
二
年
五
月
廿
三
日 

 
 

組
頭
連
判 

 
 

 
 

 
 

 

御
町
奉
行
所 

然
る
に
七
月
中
十
左
衛
門
囲
を
破
り
逃
去
、
柳
町
妙
円
寺

へ
駆
込 

し
事

ニ
付
、
様
々
子
細
あ
り
て
同
三
年
に
家
跡
没
収
せ
ら
れ
た
り
、 



又
荒
町
検
断
高
橋
内
蔵
之
助
と
云
者
は
伊
達
家
の
時
代
糠
山
に 

一
舘
を
構
ひ
会
津
口
を
押

へ
し
大
臣
也
し
処
、
何
れ
の
故
か
伊
達 

矦
の
大
崎

へ
所
替
の
時
供
せ
す
、
い
つ
の
頃
よ
り
か
荒
町

へ
来
り
て 

検
断
役
を
勤
し
也
、
夫
故
是
は
家
人
を
多
く
持
て
大
家
に
て 

あ
り
し
と
也
、
又
吉
井
忠
右
衛
門
か
家

ハ
根
本
角
氏
に
て
富
商

ニ
而
有
し 

に
、
五
右
衛
門
と
云
者
法
体
し
て
恵
休
と
云
け
る
か
、
此
者
の
一
男
盲
目 

な
り
し
か
は
是
を
検
校
に
な
し
て
別
家
に
な
し
た
り
、
此
子
孫
は 

大
町
の
角
五
左
衛
門
か
本
家
に
て
、
御
扶
持
方
の
角
善
左
衛
門
と
角 

伝
蔵
は
其
末
家
な
り
と
云
り
、
恵
休
か
家
は
南
町
の
雲
雀
や 

忠
左
衛
門
と
云
者
親
戚
に
て
あ
り
し
か
は
、
此
者
を
聟
名
跡
に 



し
て
家
屋
敷
家
財
共
に
譲
り
た
り
、
雲
雀
屋
忠
右
衛
門

ハ
吉
江
氏 

に
て
本
国
安
芸
な
る
か
、
戦
国
の
末
米
沢

へ
来
居
て
南
町
に
住 

た
り
と
云
り
、
忠
右
衛
門
も
法
体
し
て
是
ト
と
云
り
、
当
忠
右
衛
門
か 

曽
祖
也
、
万
治
三
年
よ
り
御
用
宿
を
被
仰
付
た
り
、
今
の
御
酒 

屋
は
正
徳
の
始
に
建
改
し
と
云
り
、
西
村
久
左
衛
門
と
云
者
は 

京
都
の
御
用
聞
西
村
助
左
衛
門
か
嫡
男
な
り
し
か
、
御
用
を
弁
す
る 

為
に
米
沢

へ
下
る
、
依
而
立
町
に
て
間
口
二
十
五
間
裏
行
三
拾 

六
間
の
宅
地
を
賜
り
由
々
敷
家
作
し
て
住
居
せ
り
、
今
の 

小
林
利
惣
兵
衛
か
屋
敷
よ
り
目
賀
多
氏
か
屋
敷
迄
引
通
し
て 

あ
り
し
と
也
、
此
者
始
而
町
年
寄
と
云
名
目
を
賜
り
六
町
検
断 



の
上
座
に
て
三
御
馬
廻
り
の
歴
々
江
縁
組
を
せ
し
也
、
西
村
か
同
家
に 

西
村
吉
右
衛
門
と
云
者
あ
り
、
是

ハ
久
左
衛
門
か
弟
に
て
逐
て
下
り
し
者
也
、 

又
南
町
に
山
田
大
学
と
云
者
あ
り
、
是

ハ
御
家
士
に
て
あ
り
し
か
御
入
国 

の
砌
お
く
れ
て
米
沢

へ
来
り
し
故
、
南
町
の
検
断
被
仰
付
た
り
と
云
、 

大
福
者
に
て
あ
り
し
と
也
、
同
町
に
樋
口
次
郎
右
衛
門
と
云
者
横
町
の 

角
に
住
し
か
は
樋
口
横
町
と
云
と
也
、
後
関
村
の
龍
田
へ
引
た
り 

今
の
樋
口 

 
 

次
郎
右
衛
門
是
也

、
其
外
御
免
町
の
小
野
八
郎
右
衛
門
、
東
町
の
小
林
万
右
衛
門
か
類 

皆
大
家
に
て
有
し
と
也
、
さ
れ
は
古
は
小
民
ハ
押
な

へ
て
倹 

素
に
過
き
、
富
有
な
る
者
は
勝
れ
て
大
家
に
て
譜
代
者 

を
多
く
、
持
富
饒
に
送
り
し
者
と
覚
ゆ
、
然
れ
と
も
当
時
の 



奢
侈
に
ハ
あ
ら
さ
る
故
、
吉
井
か
家
は
こ
け
ら
葺
に
て
柱

ハ
ミ
な 

釿
打
に
て
あ
り
し
と
云
り
、
其
他
は
推
て
知
る

へ
き
事
也
、
又
吉
井 

か
家
は
御
入
国
以
来
御
用
の
福
嶋
紙
を
支
配
し
け
る
か
、
火
災
の 

用
心
に
と
て
屋
敷
の
内

へ
紙
蔵
を
建
た
り
、
是
か
町
家
に
て
土 

蔵
を
建
し
始
也
と
云
り
、
其
蔵
は
近
き
昔
迄
御
判
所
の
裏
西
の
湟ホ

リ 

際
に
あ
り
し
土
蔵
也
と
云
り
、
昔
は
彼
所
も
吉
井
か
屋
敷
に
て 

有
し
と
也
、
此
時
中
條
越
前
執
政
の
時
な
り
し
か
、
此
造
営
の
様
子 

を
見
て
、
是

ハ
御
用
の
為
な
れ
は
是
非
も
な
し
、
乍
去
町
人
身
分
に 

甚
過
た
る
者
也
、
是
を
見
ま
ね
に
内
福
の
者
土
蔵
を
作
る
事
に
成 

へ
き
也
、
是
世
間
の
奢
侈
を
助
る

一
ツ
な
り
と
て
歎
れ
し
と
也
、
中
條 



大
夫
執
政
の
頃
な
れ
は
貞
享
元
禄
の
頃
な
る

へ
し
、
塗
屋

ハ
柳
町
の 

福
嶋
屋
儀
兵
衛
と
大
町
の
美
濃
屋
か
塗
屋
抔
か
始
な
る

へ
き
と
い
ふ 

事
也
、
八
十
年
計
り
前
に
て
遠
か
ら
ぬ
昔
也
、
延
宝
九
年
侍
頭
并 

町
下

へ
火
消
方
被
仰
付
候
時
、
検
断
拾
九
人
江

ハ
木
綿
の
赤
き

一
ツ 

は
い
頭
巾
、
組
頭
百
九
人
江

ハ
浅
黄
の
一
ハ
イ
頭
巾
町
奉
行
よ
り
渡
り
て
、 

是
を
冠
り
て
火
事
場

へ
出
し
と
也
、
且
此
頃
迄
は
股
引
も
野
袴 

も
な
く
帷
子
の
袖

へ
足
を
踏ふ

ミ

入い
れ

裾す
そ

を
腰
に
か
ら
ミ
火
事
場
抔

へ 

出
し
と
也
、
福
嶋
の
舟
渡
し
鎌
田
両
村
に
本
庄
大
夫
の
元
家
来 

あ
り
、
大
夫
米
沢
江
転
せ
し
後
は
年
頭
の
祝
儀
に

一
度
ツ
ヽ
来
る 

に
、
帷
子
の
袖
を
袴
に
し
て
着
た
る
事
也
と
彼
地
の
古
老
共 



語
り
し
と
云
り
、
御
免
町
の
山
崎
与
右
衛
門
か
祖
父
始
而
布
に
て
火
事
羽 

織
を
拵
け
れ
は
、
奢
な
る
事
を
せ
し
と
て
指
差
け
る
事

ニ
て
有
し
と 

な
り
、
御
本
領
の
内
は
工
商
段
々
居
広
り
本
軒
は
皆
塞
り
け
る
間
、 

小
路
小
路
江
作
り
広
け
、
皆
今
の
極
楽
寺
横
町
の
如
く
比
し
と
造 

な
ら

へ
し
也
、
欣ご

ん

浄

院

し
ょ
う
い
ん

横
町
ハ
簀
編
を
業
と
す
る
者
多
く
あ
り
し 

か
は
簀す

編あ
ミ

横
町
と
称
せ
し
と
云
り
、
五
六
十
年
前
迄
も
六
七
軒 

家
あ
り
し
と
て
老
人
の
語
る
也
と
そ
、
故
に
売
軒
な
と
も
甚
高 

直
に
て
半
軒
屋
敷
か
二
三
十
両
計
り
ツ
ヽ
也
し
と
也
、
元
禄
以
来
世
の 

奢
侈
に
つ
れ
て
段
々
奢
に
な
り
し
か
共
、
正
徳
享
保
の
頃
迄
は 

間
々
藁
葺
の
家
抔
も
有
て
猶
質
素
の
余
風
も
残
り
し
と
也
、 



然
る
に
世
上
奢
侈
な
れ
は
利
倍
を
得
る
事
多
故
、
別
而
町
人
ハ
奢
り 

易
く
、
我
も
我
も
と
僭
上
し
家
居
を
飾
り
、
塗
屋
土
蔵
を
建
並
ら

へ
、 

美
服
美
食
を
な
し
、
市
に
出
る
事
を
厭
て
貨
物
を
店
に
飾
り
、 

誹
諧
碁
双
六
遊
芸
を
好
ミ
、
乱
り
に
奢
り
て
家
内
の
物
入
多
く 

な
り
し
上
に
、
伝
馬
徒
夫
繁
く
な
り
草
履

一
足
下
ケ
た
る
も
役 

銭
出
す
事
也
、
夫
に
つ
れ
て
米
穀
貨
財
も
貴
く
な
り
し
か
は 

用
度
窘
迫

き
ん
は
く

し
仮
借

か
し
ゃ
く

し
て
間
を
合
す
れ
は
、
翌
年
弥
不
足 

し
て
次
第
次
第
貧
乏
せ
し
上
に
、
宝
五
天
三
の
飢
饉
に
あ
ひ 

既
に
困
窮
至
極
し
頻
り
に
生
産
を
失
ひ
、
果

ハ
日
傭
取
り
に
な
り 

終
日
働
き
て
八
拾
銭
百
銭
を
得
て
四
日
五
日
を
養
ふ
事
故
、 



飢
寒
を
た
に
免
れ
ね
は
家
は
破
り
次
第
に
住
あ
ら
し
、
既
に
住
ミ 

難
く
な
れ
は
空
屋
を
求
て
入
、
又
其
所
も
住
難
け
れ
は
他
に
去
行
、 

空
屋
も
間
々
有
れ
は
何
方
に
住
も
易
き
也
、
人
か
住
ね

ハ
家
も 

潰
れ
火
災
に
逢
は
多
く
は
再
造
せ
す
、
次
第
に
空
地
と
な
る 

ゆ

へ
、
近
年
諸
町
に
空
屋
鋪
の
出
し
事
夥
敷
事
也
、
柳
町
御
免 

町
寺
町
紺
屋
町
な
と
の
如
き
都
而
陰
町
は
空
地
ひ
た
す
ら
ニ
而 

人
の
住
し
屋
鋪
も
垣
を
せ
さ
れ
は
雪
の
消
か
け
草
木
の
茂
ら
ぬ 

中
は
渺
々
た
る
平
原
に
て
、
誠
に
心
を
傷
し
む
る
有
様
也
、
本
町
通 

は
空
屋
鋪
も
稀
な
り
と
い
へ
と
も
家
屋
敷

ハ
大
体
債
の
方

へ
与 

当
し
て
自
己
の
物
な
る
ハ
多
く
ハ
な
き
と
申
な
り
、
ケ
様
に
押
な

へ
て 



困
窮
せ
し
か
と
も
奢
侈
は
弥
増
也
、
第

一
町
下
に
て
婚
礼
を
な
す 

に
過
分
な
る
ハ
紗
綾
縮
緬
を
用
ひ
、
中
に
も
縁
女
は

一
座
の
中
に 

衣
服
を
二
度
着
替
し
三
度
着
替
し
抔
し
て
夫
を
規
模
に
し
て 

居
る
様
の
事
也
、
又
町
家
に
て
年
な
を
し
と
云
事
を
大
造
に
す
る 

も
の
也
、
困
窮
者
に
て
も

一
汁
三
菜
酒
の
肴
七
種
よ
り
内
は
な
き 

と
申
也
、
去
年
と
し
直
し
前
合
壁
の
者
鳥
を
売
に
あ
る
き
し
に 

御
免
町
に
て

一
軒
の
破
れ
家
よ
り
呼
故
、
い
ふ
か
し
く
思
ひ
な
か
ら 

入
て
見
れ
は
、
炉
辺
に
藁
莚
四
五
枚
敷
置
た
り
、
鳥

ハ
何
鳥
な
る 

哉
と
云
故
鳧カ

モ

な
り
と
答
け
れ
は
、
近
き
内
年
直
を
す
る
故
鴻ヒ

シ

を 

買
ん
と
思
ひ
し
か
、
夫
よ
り
か
此
方
か
宜
か
る

へ
し
と
て
鴨
を

一
懸
ケ 



買
し
と
て
語
り
候
得
き
、
又
恵
比
寿
講
振
舞
と
云
あ
り
、
十
月
廿
日
後 

内
福
な
る
者
は
種
々
料
理
を
調

へ
三
四
度
乃
至
六
七
度
計
ツ
ヽ
客 

を
饗
也
、
皆
山
海
の
珍
味
を
集
め
善
美
を
尽
す
事
と
申
な
り
、
町
下 

は
飲
食
に
は
別
而
侈
る
も
の
也
、
此
頃
も
或
人
の
言
に
東
町
の
去
処
江 

子
待
に
招
れ
し
に
、
酒
の
肴
九
種
に
て
あ
り
し
と
て
語
り
候
得
き
、
近 

き
頃
厳
令
も
あ
り
て
奢
侈
を
堅
く
誡
め
給
ふ
に
猶
如
斯
也
、
北
條 

高
時
か
九
献
九
種
を
用
ひ
し
か
は
楠
正
成
是
を
聞
て
北
條
家
の 

奢
も
最
早
至
極
せ
し
な
れ
は
滅
亡
も
遠
か
る
ま
し
と
云
け
る 

と
そ
、
然
る
に
今
の
世
は
賎
し
き
商

し
ょ
ふ

賈こ

の
類
迄
如
此
な
る
に
、
猶 

能よ
く

泰
平

た
い
へ
い

の
恩お

ん

波は

に
沐も

く

す
る
は
王
沢

お
う
た
く

の
厚
き
所
な
る

へ
し
、
去

ハ 

あ
き
ん
と 



町
家
の
困
窮
も
畢
竟
は
奢
侈
よ
り
お
こ
り
、
且
諸
役
の
重
と
御
日
市 

金
等
の
事
に
て
益
困
窮
を
添
し
な
り 

一
、
市
町
諸
役
の
事
は
慶
長
三
年
よ
り
御
領
分
に
な
り
し
か
共
、
三
ケ 

年
之
間
諸
役
御
免
あ
り
て
同
六
年
よ
り
召
れ
し
也
、
其
節
の
目
録 

左
に
相
記
す 

 
 

御
国
替
以
来
諸
役
被
成
御
免
、
次
之
四
年
よ
り
出
申
諸
役
銭 

之
事 

 
 

新
町 

大
覚
町 

源
悦
小
路 

家
風
小
路 

大
町 

東
町 

寺
小
路 

柳
町 

立
町 

御
免
町 

河
田
町 

右
の
通
町
并
小
路
小
路
御
検
地
之
事
、
高
頭
三
十
七
石
八
斗 



弐
升
七
合
、
但
し
此
物
成
百
四
拾
石
、
右
銭
に
し
て
上
る 

 
 

惣
町
并
小
路
小
路
に
居
申
者
役
銭
之
事 

一
、
木
綿
店
役 

 

百
五
拾
文
ツ
ヽ
の
事 

 

一
、
塩
店
役 

 
 

 
 

百
弐
拾
文
ツ
ヽ
之
事 

一
、
肴
店
役 

 
百
文
ツ
ヽ
之
事 
 

 
 

一
、
茶
紙
店
役 

 
 

 

七
拾
文
ツ
ヽ
之
事 

一
、
菓
子
く
た
物 

七
拾
文
ツ
ヽ
之
事 

 
 

一
、
清
酒
作
者

一
半 

 

御
酒
六
盃
ツ
ヽ
の
事 

一
、
白
酒
作
者
十
二
半 

廿
四
文
ツ
ヽ
之
事 

右
之
役
銭
合
弐
拾
四
貫
文
差
上
候
事
、
但
店
之
者
共
其
年
之
居
様 

に
依
て
役
銭
大
小
御
座
候 

一
、
野
山
江
入
申

ニ
付
山
手
銭
五
貫
文
、
但
秋
春
之
分
都
合
四
拾
九
貫
文 

 
 

 

慶
長
三
年
三
月
十

一
日 

 
 

 

鈴
木 

孫
九
郎 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

平 

源
右
衛
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高
橋
内
蔵
之
助 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
沼 

隼
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

中
嶋
藤
左
衛
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

正 

覚 

坊 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山
田
清
右
衛
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

金
屋
内
蔵
之
助 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鈴
木 
又
三
郎 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

花
沢 

善
五
郎 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

丹 

九
郎
兵
衛 



  
 

 
 

 
 

  
 

 

渡
部 

駿
河 

か
様
に
簡
易
な
る
事
に
て
有
し
処
、
何
の
頃
よ
り
か
本
町
通
六
町
を 

役
町
に
し
て
伝
馬
徒
夫
を
被
仰
付
た
り
、
其
節
地
子
銭

ハ
御
免
有
し 

も
の
な
る
か
今
は
召
れ
れ
也
、
往
古
は
町
人
も
質
素
な
る
故
役
夫
は 

定
而
直
々
出
て
勤
し
な
る

へ
し
、
世
の
中
奢
侈
な
る
に
従
ひ
我
も 

我
も
と
儧
上
す
る
事
に
な
り
し
か
は
、
手
許
の
な
る
者
は
人
を
傭
て 

出
せ
し
よ
り
、
い
つ
し
か
小
走
と
云
町
内
の
夫
役
を
量
ふ
者
銭
に
て 

取
立
る
事
に
し
た
る
也
、
然
る
に 

御
堂
御
用
御
野や

菜さ
い

代
屋
根
葺 

日
料
銭
御
払
蠟
青
苧
の
半
駄
賃
な
と
云
か
如
き
段
々
附
益 

し
故
、
中
古
は

一
軒
屋
鋪
よ
り
壱
貫
五
六
百
文
に
て
終
る
処
、
今

ハ 



四
五
貫
文
に
及
也
、
町
家
は
間
口
六
間
裏
行
廿
五
間
を

一
軒
と
申
也
、 

是
は
百
五
拾
坪
に
て
半
反
也
、
譬
は
大
町
な
ら

ハ
一
町
に
て
何
軒 

何
分
何
厘
と
定
数
あ
り
て
、
其
数
を
以
て
役
を
奉
る
事
な
る 

故
、
弥
役
銭
多
く
な
る
也
、
柳
町
ハ
定
数
百
五
軒
弐
分
五
厘
の
処
、 

今

ハ
八
拾
六
軒
程
に
て
勤
る
也
、
其
中
に
も
又
空
屋
鋪
共
有
也
、 

是
は
家
の
禿
る
ゝ
と
か
又
は
火
災
に
逢
と
か
抔
に
て
其
処
を
立 

除
に
町
内
に
あ
り
て
他
町

へ
行
て
も
其
人
の
有
内
は
役
銭
を 

出
さ
す
る
故
減へ

り

軒け
ん

に
は
な
ら
さ
れ
と
も
、
本
分
の
役
銭
さ

へ
も 

悉
く
出
す
は
少
き
に
、
ま
し
て
や
余
分
の
事
な
れ
は
出
ス
者 

稀
に
し
て
、
多
く
ハ
組
頭
か
ま
よ
ひ
て
出
す
事
也
、
且
困
窮 



者
の
動
か
さ
る
は
皆
組
頭
の
患
に
な
る
故
、
皆
組
頭
役
を
嫌
也
、 

昔
は
人
幹
を
撰
て
申
付
る
も
有
し
処
、
今

ハ
不
如
意
な
る
者
は 

所
詮
勤
ま
ら
ぬ
故
、
人
品
に
不
レ

構
か
ま
わ

内
証
相
応
の
者

へ
推
て
申
付
有 

事
也
、
且
貨
物
と
出
入
の
御
役
銭
次
第
に
増
長
し
て
、
酒
役
か
千 

両
肴
役
か
千
両
抔
云
事
に
て
、
凡
の
貨
物
役
の
な
き
は
な
し
と 

云
り
、
酒
役
な
と
は
二
重
に
召
る
ゝ
也
、
酒
本
に
て
役
を
召
れ
其
酒 

を
請
売
に
す
る
者
な
り
、
又
役
を
召
る
ゝ
也
、
出
入
の
御
役
共
に

一
万 

八
千
六
百
貫
文
計
ツ
ヽ
召
る
ゝ
と
也
、
酒
役
は
此
外
也
と
云
り
、
此
御 

役
は
皆
国
中
の
患
な
り
、
酒
価
は
米
価
に
応
す
る
物
に
て
、
米 

価
八
百
文
な
れ
は
酒
価
八
文
に
て
よ
き
程
の
も
の
な
り
と
い
へ
り
、 



然
る
に
当
年
は
米
八
百
文
な
れ
と
も
酒

ハ
拾
弐
文
也
、
是
は
御
酒
蔵 

の
業
に
て
子
細
あ
る
事
な
れ
と
も
、
畢
竟

ハ
酒
役
重
く
な
り
し
故
也 

と
云
り
、
扨
又
商
賈
の
上
に
奉
る
は
地
租
は
夫
役
の
二
ツ
也
、
今

ハ 

地
租
を
召
れ
さ
れ
は
夫
役
の
繁
き
は
地
租
の
代
に
召
る
ゝ
道 

理
な
れ
は
苦
し
か
る
ま
し
、
関
市
譏
而
不
征
と
あ
り
て
、
出
入
の
御 

役
と
貨
物
の
御
役
は
古
よ
り
善
政
と
せ
さ
る
也
、
全
体
国
土
よ
り 

生
る
も
の
ハ
米
穀
貨
物
を
始
め
草
木
禽
獣
あ
ら
ゆ
る
万
物
悉 

く
国
君
の
御
宝
な
れ
は
、
役
を
召
る
ゝ
ハ
勿
論
也
、
商
賈
は 

農
民
の
一
度
役
を
奉
り
し
貨
物
を
代
物
を
出
し
て
買
取
、 

夫
を
売
て
少
し
の
利
倍
を
取
り
て
生
産
を
な
す
者
也
、
夫 



よ
り
又
役
を
召
れ
て
は
二
重
に
な
り
て
道
理
に
背
く
故
善
政
を 

せ
さ
る
也
、
然
れ
と
も
古
法
は
い
ま
た
し
当
今
の
御
役
の
如
き

ハ
暴 

政
に
近
か
る

へ
し
、
且
諸
役
の
重
き
は
皆
国
中
の
患
也
、
豈
父
母
の 

御
心
な
ら
ん
哉 

一
、
日ひ

傭よ
う

と
云
も
の
前
に
申
如
く
恒つ

ね

の

産
な
り
わ
い

な
く
雇

ハ
る
れ
は
、
食
ひ
雇
れ 

さ
れ
は
食
ぬ
と
云
も
の
に
て
、

一
日
送
り
な
る
者
故
、
心
も
自
ら
放ほ

う 

辟へ
き 

邪じ
ゃ 

侈し

に
な
り
て
無ぶ

慙ざ
ん

無ぶ

儀ぎ

の
事
の
ミ
多
く
、
御
国
政
の
妨
と 

な
る
も
の
也
、
近
年
町
人
困
窮
に
迫
り
終
に
は
皆
日
雇
取
に 

な
る
故
夥
敷
事
に
な
り
た
り
、
ケ
様
の
者
多
き

ハ
国
家
の
大
な
る 

御
恥
辱
也
、
世
人
は
今
の
奢
侈
な
る
世
界
を
以
考
る
故
、
日
傭
は 

は
ち 

ひ
か
ミ 

よ
こ
し
ま 

お
こ
り 

ほ
し
ゐ
ま
ゝ 



な
く
て
な
ら
ぬ
者
の
様
に
い
へ
と
も
考
さ
る
事
也
、
昔

ハ
士
大
夫
譜
代
の 

家
来
を
多
く
持
し
故
、
常
に
ハ
是
を
使
ひ
普
請
造
作
の
事
に
は 

不
肖
者
は
自
ら
働
き
、
町
人
も
皆
自
ら
働
て
相
助
け
、
内
福
な
る 

者
は
譜
代
の
奴
隷

ど

れ

い

を
持
て
召
仕
し
故
日
傭
を
雇
ふ
事
な
き
な
り
、 

只
今

ハ
な

へ
て
困
窮
せ
し
故
に
日
傭
多
け
れ
と
も
、
昔

ハ
面
々
皆 

産
業
あ
れ
は
何
の
暇
あ
り
て
日
傭
を
為

へ
き
哉
、
然
に
世
の
中 

奢
侈
に
な
り
て
上
下
困
窮
し
大
家
も
家
来
不
足
ニ
な
り
し
か
ハ
、 

聊
の
事
に
も
日
傭
を
雇
也
、
三
手
通
抔
は
家
来
を

一
向
持
ぬ
故
平
生 

の
雑
事
迄
日
傭
を
雇
、
不ふ

省
し
ょ
う

者も
の

も
貴
人
の
ま
ね
を
し
て
自
ら
働 

か
す
し
て
日
傭
を
雇
、
町
人
も
安
逸

あ
ん
い
つ

を
好
ミ
商
賈
の
家
産 

や

つ
こ
も
の 



あ
る
者
は
日
傭
を
雇
事
故
、
今

ハ
日
傭
無
て
な
ら
ぬ
者
の
様
に
成 

た
り
、
畢
竟
奢
侈

し

ゃ

し

の
弊
風

へ
い
ふ
う

な
り
、
民
皆
恒つ

ね

の

産
な
り
わ
い

あ
り
て
恒
の
心
あ
る 

様
に
あ
ら
ま
ほ
し
き
御
事
な
り 

一
、
役
町
に
市
日
あ
り
て
近
代
迄
毎
日
立
た
り
、
何
者
か
市
の
日
並
を 

覚
ゆ
る
た
め
に
三
拾

一
文
字
に
綴

つ
ゝ
り

た
り 

四
八
南
二
七
東
に
五
ツ
九
大
三
十
柳
に

一
六
の
新 

立
町
は
十
月
の
日
市
あ
る
故
六
斎
の
日
市

ハ
五
町
に
て
立
し
所 

立
町
よ
り
六
斎
の
市
日
を
貰
ひ
て
十
月
の
市
を
廻
り
市
に 

な
し
た
り
、
依
て
又 

上
四
日
中
の
一
五
や
末
の
七
晦
日
か
あ
ら

ハ
立
町
と
知
れ 



ケ
様
に
日
市
を
立
て
売
買
せ
し
故
、
市
の
立
ツ
町
は
甚
賑
ひ
て
町
内 

の
潤
ひ
と
な
り
た
り
、
然
る
に
世
の
中
奢
侈
に
な
る
に
従
ひ
貨
物
を 

店
に
飾
り
市
に
出
さ
る
故
自
然
と
日
市
廃す

た

れ
て
、
今

ハ
二
季
と
十 

月
の
ミ
市
を
立
る
事
に
な
り
た
り
、
此
訳
は
人
の
様
々
ニ
云
事
に
て
、 

御
家
中
の
門
屋
門
屋
に
店
を
開
き
た
る
事
多
き
故
也
と
云
、
ま
た
ハ 

在
方
の
駅
々
繁
昌
し
て
城
下
の
市
町
に
劣
ら
す
貨
物
を
返
て 

城
下

へ
出
す
程
の
事
故
也
と
も
云
、
畢
竟

ハ
奢
侈
故
の
事
也 

一
、
十
月
日
市
の
根
源
は
立
町
に
蚕コ

霊タ
マ

宮
と
云
あ
り
、
是
は
極
て
古
キ 

祠
な
り
、
日
市

ハ
此
祭
事
に
て
あ
り
し
と
也
、
今
の
神
明
の
祠
の 

北
に
蚕
霊
宮
の
祠
立
し
処
な
る
か
、
福
田
よ
り
神
明
を
遷
せ
し 



と
き
白
子
明
神
の
社
地

へ
遷う

つ

せ
し
と
也
、
依
而
日
市

ハ
立
町
に
限
て
行
し 

処
、
六
斎
の
市
を
貰
ひ
て
廻
り
市
と
せ
し
と
也
、
古
代
は
三
十
日
に
限
り 

し
処
、
石
坂
長
左
衛
門
町
奉
行
職
の
時
十
五
日
の
立
増
を
申
渡
し
、
其
内 

五
日
分
の
役
銭
を
町
下
の
備
銭
と
し
町
奉
行
所
に
て
年
々
預
置
、
是
ヲ 

御
日
市
金
と
称

へ
、
町
奉
行
同
心
の
中
昼
番
同
心
と
云
者
是
を
取
量
、 

町
下
に
て
火
災
水
災
に
逢
た
る
者
又
ハ
困
窮
者

へ
借
付
に
し
、
水
火 

の
借
付
は
無
利
足
の
十
年
賦
に
取
立
、
恒
の
借
付
は

一
割
弐
分
五
厘 

の
利
足
を
加

へ
て
取
立
に
し
、
利
足
の
内
弐
分
五
厘
は
取
量
同
心
の 

筆
墨
代
に
与
る
事
に
定
置
け
る
也
、
時
に
町
下
も
元
禄
以
来 

次
第
に
奢
侈
に
な
り
て
用
度
逼
迫
し

一
過
を
凌
ん
た
め
に 



御
日
市
金
を
拝
借
し
返
済
に
滞
り
年
々
附
益
て
夥
し
く
積
り
、
今
は 

四
拾
貫
文
五
拾
貫
文
乃
至
百
貫
文
弐
百
貫
文
御
日
市
金
の
な
き
家
も 

あ
ら
さ
る
様
な
り
と
云
り
、
い
か
に
し
て
左
様
に
多
分
の
拝
借
な
り
と
云
に
、 

年
々
利
足
を
本
金
に
直
す
事
故
五
貫
文
本
銭
か
十
年
目
に
ハ
拾
七
貫 

五
百
九
拾
弐
文
ニ
な
る
故
夥
し
く
な
る
也
、
年
々
利
足
計
り
も
済
す
時

ハ
畳 

ら
ぬ
事
な
れ
と
も
、
困
窮
に
な
り
て
滞
し
故
也
、
時
に
町
奉
行
同
心
年 

年
幾
度
と
な
く
検
断
か
方

へ
来
り
借
主
共
を
呼
集
め
厳
敷
責 

付
た
り
、
若も

し

難
渋
を
云
者
あ
れ
は
家
財
を
没
収

も
つ
し
ゆ

す
る
抔
様
々
ニ 

威
し
責
る
故
、
是
非
な
く
借
金
質
入
等
を
し
て
銭
の
壱
貫
文
ツ
ヽ
も 

毎
度
出
す
な
り
、
夫
を
出
し
た
り
と
て
聊
利
足
を
償
ま
て
に
て 



本
銭
は
次
第
に
附
益
て
尽
る
期
な
き
故
、
年
賦
を
願
ひ
は
銭
の
数
に 

よ
り
当
金
五
貫
文
出
せ
拾
貫
文
出
せ
と
同
心
共
云
也
、
其
当
金
と
云 

者
は
何
そ
と
云
に
、
己
等

お
の
れ
ら

か
所
得

し
よ
と
く

の
筆
墨
代
な
り
、
夫
故
困
窮
な
る 

も
の
は
年
賦
も
願
れ
す
永
々
あ
ら
ん
限
り
は
呵
責
せ
ら
る
ゝ
事
に
て 

弥
困
窮
を
添そ

ゆ

る
な
り
、
今
に
至
て
は
町
人
の
患
也
、
是

ハ
人
か
無
れ
は 

家
に
つ
き
、
家
か
無
れ
は
屋
敷
に
つ
く
故
、
御
日
市
金
の
多
き
所
は 

人
住す

ま

ず
故
に
空
屋
敷
も
多
く
出
る
な
り
、
根
本
町
下
御
救
ひ
の 

為
な
る
か
、
却
而
今

ハ
衰
微
の
一
ツ
な
り
と
て
大
に
町
人
の
患
る 

事
な
り
、
ケ
様
の
事
は
詮せ

ん

無な
き

事
に
て
民
の
痛
と
な
り
、
御
政
道 

の
害
な
り
、
是
は
根
本
町
奉
行
切
の
事
に
て 

上
に
て
知
し 



召
れ
さ
る
事
な
れ
は
、
町
人
の
利
と
な
り
害
と
な
ら
ぬ
様
に
町
奉
行 

宜
敷
取
量
申
様
に
あ
ら
ま
ほ
し
き
御
事
な
り 

一
、
近
年
民
に
音
曲
を
禁
せ
ら
る
ゝ
事
厳
な
り
、
い
か
な
る
故
や
ら
ん 

深
慮

し
ん
り
ょ

量
は
か
り

難
し
、
夫
楽
は
聖
人
制
作
の
第

一
治
世
の
要
具

よ

う

ぐ

礼れ
い

楽が
く 

の
其

一
ツ
な
り
、
楽
は
音
曲
な
り
、
人
情
養
ふ
時
は
楽
む
楽
む
時
は 

愛あ
い

憐れ
ん

深
し
、
愛
憐
は
仁
の
本
也
、
詩
曰
、
楽た

の

只
し
む

君く
ん

子し

愷が
い

悌
て
い
の

君く
ん

子し 

嘉か

楽
ら
く
の

君
子

く

ん

し

な
と
云
か
如
き
、
楽
む
故
に
仁
心
深
き
事
を
賛さ

ん

せ
し 

辞
な
る

へ
し
、
然
と
も

楽

勝

た
の
し
ミ
か
て
バ

則
流
る
故
に
制せ

い

心し
ん

具ぐ

礼れ
い

と
並

へ
て
教

へ 

給
ふ
、
人
才
を
養
ひ
人
倫

じ
ん
り
ん

を
調
ふ
聖
人
の
妙
道
な
る

へ
し
、
三
代
は 

其
出
る
所
也
、
秦し

ん

に
は
礼
楽
を
廃は

い

せ
し
故
に
僅

わ
つ
か

に
三
拾
五
年
に 



し
て
亡
た
り
、
漢
以
来
代
々
革
命
の
始
礼
楽
を
制
し
て

一
代
の
模 

範
と
す
、
我
朝
は
古

へ
唐
朝
の
楽
を
伝

へ
て
行
れ
し
故
、
都
鄙
通
し
て 

弄
せ
し
に
、
武
家
の
世
と
な
り
て
漸
々
廃
れ
て
今

ハ
公
家
に
の
ミ
用
て 

武
家
に
は
絶
て
用
ひ
す
、
朝
延
の
儀
式
に
も
足
利
家
に
起
る
猿
楽 

を
用
る
事
に
な
り
た
り
、
然
も
士
大
夫
已
上
の
ミ
用
ひ
て
民
間
に
は 

用
ひ
さ
る
は
、
此
楽
調
子
甚
烈は

け

し
く
民
間
に
は
相
応
せ
さ
る
故
な
る 

へ
し
、
偖
可
止
に
あ
ら
さ
る
故
時
行

は

や

り

の
小
歌
に
絲
竹
を
合
せ
楽
奏

が
く
そ
う 

し
て
楽
む
也
、
是
人
情
の

免
マ
ヌ
カ
レ

れ
さ
る
所
な
る
故
也
、
近
年 

上
よ
り 

制
せ
ら
る
ゝ
事
厳
重
な
れ
と
も
、
動
も
す
れ
は
舞
謡
ふ
左
有 

れ
は
即
時
に
制
せ
ら
れ
、
間
々
罰
を
蒙
る
者
あ
れ
と
も
、
夫
を
も 



恐
れ
す
時
と
し
て
は
催
な
り
、
民
之
所
レ

好
こ
の
む

好
こ
の
ミ

レ

之
民

ヲ

之
所
レ

悪
悪
レ

之
是
之

 
 

ヲ 

ヲ 

レ 

謂
二

民
の
父
母ト

一
と
云
り
、
斯
迄
民
の
所
レ

好
な
る
を
厳
禁
せ
ら
る
ゝ
ハ
い
か
ゝ 

有

へ
き
、
尤
音
曲
は
人
心
を
感
動
せ
し
む
る
事
妙
な
る
者
に
て
、
殺さ

つ 

伐ば

つ

の
音
を
聞

ハ
人
心
も
粗
厲

そ

れ

い

に
な
り
、
淫
靡

い

ん

ひ

の
声
を
聞

ハ
人
心
も 

放
蕩

ほ
う
と
う

に
な
る
者
故
、
俗
楽
は
風
俗
を
乱
る
の
害
多
し
と
い
へ
と
も
、
如 

何
に
せ
ん
、
雅
楽
行
れ
さ
る
を
や
、
且
又 

上
は
専
ら
猿
楽
を
行
せ
ら 

る
ゝ
な
り
、
是
は
俗
楽
に
し
て
不
正
の
音
な
れ
は
豈
害
な
し
と
云
ん 

哉
、
尓し

か

し
与
レ

民
同
レ

楽
た
の
し
ミ
ヲ

し
給
ふ
を
以
御
仁
政
と
す
る
な
れ
は 

上
の 

行
せ
ら
れ
て
下
に
の
ミ
制
せ
ら
れ
ん
事
は
い
か
ゝ
あ
る

へ
き
、
違
レ

所 
 

 

ニ

 

レ

令
従

ス
ル

レ

所
レ

好
と
云
り
、

一
張

一
弛
は
人
道
の
恒
に
て
、
人
は
楽
ミ
な
く 

は
り 

ゆ
る
め 



て
は
あ
ら
れ
ぬ
者
な
り
、
楽
は
音
曲
に
及
ふ
も
の
な
き
を
厳
敷
禁
せ
ら 

る
ゝ
故
、
当
世
町
下
抔
の
少
年
等
は
皆

窃
ヒ
ソ
カ

に
楽
し
む
な
り
、
窃
に
楽 

む
事
は
皆
淫
佚

い
ん
い
つ

不
法
の
事
也
、
故
に
却
而
風
俗
を
乱
の
害
甚
敷 

な
り
、
且
又
民
の
歓
舞
し
て
世
の
繁
栄

は
ん
ゑ
い

な
る
ハ
善
政
の
し
る
し
な
り
、 

民
の
嗟
歎

さ

こ

ん

し
て
世
の
清
冷

せ
い
れ
い

な
る
ハ
何
と
か
申
さ
ん
や
、
堅
く
俗
楽

ぞ
く
が
く

の
害 

を
悪
せ
ら
れ
は
何
れ
と
か
時
宜
相
応
の
御
量
こ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
き 

御
事
な
り
、

一
概
に
禁
せ
ら
る
ゝ
御
仁
政
の
害
な
る

へ
し 

一
、
町
人
の
言
に
、
町
人
は
天
下
の
人
な
り
、
夫
故
御
町
と
御
の
字
を
付
て 

称
し
ょ
う

す
る
也
、
又
順
見
使
の
時
取
扱
人
は
都
て
町
人
江
被
仰
付
も
夫 

ゆ

へ
な
り
と
云
な
り
、
士
人
も
左
様
心
得
、
町
人
は
昔
よ
り
御
構
な
き
者 

な
け
く 

と
ぜ
ん 



な
り
と
云
な
り
、
甚
故
な
き
事
也
、
ケ
様
の
心
得
に
て
ハ
二
心
あ
る
者
に
て
御 

治
世
の
障

さ
わ
り

と
も
な
る
事
也
、
町
奉
行
の
心
得
に
て
此
僻く

せ

癖く
せ

の
直
る
様
に
あ
ら
ま 

ほ
し
き
御
事
な
り 

一
、
町
奉
行

ハ
公
事
訴
訟
を
も
兼
帯
す
る
故
、
多
用
に
し
て
本
役

ハ
次
に 

な
り
、
町
下
治
ら
す
何
事
も
成
行
次
第
也
、
斯
あ
り
て
は
御
治
世
の 

大
な
る
害
な
る

へ
し
、
町
奉
行
両
人
の
内

一
人
は
公
事
奉
行
、

一
人
は 

町
奉
行
に
て

一
向
に
司
る
事
な
ら

ハ
町
下
も
治
り
て
御
善
政
な 

る

へ
し 

 

管
見
談 

第
四
大
尾 



右
書
は
藁
科
立
遠
か
所
レ

述ル

也
、
莅
戸
太
華

た
い
く
わ

中
老
再
勤

さ
い
き
ん

之

砌
ミ
き
り 

窃
ひ
そ
か

に
指さ

し

出
ス
、
依テ

レ

之ニ

尤
可キ

レ

秘ス

之の

書
也
、
国
家
経
済

け
い
さ
い

之
事
を
記し

る 
せ
り
、
是
を
恩
借
す
る
者
深
く
他
見
を
禁
す
る
者
也
、
寛
政
三 

年
に
出
す 

  
 

 

天
保
三
辰
七
月 

 
 

 
 

 
 

高
橋
庸
充
写
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